
 議案第４２号 

 

   かすみがうら市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

の一部を改正する条例の制定について    

 

 かすみがうら市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和４年８月３０日提出 

 

                 かすみがうら市長  宮 嶋  謙   

 

   かすみがうら市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例    

   の一部を改正する条例 

 かすみがうら市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（平成１７

年かすみがうら市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第５項中「手数料の納付の方法」を「市の歳入（法第２３５条の４第３

項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。）の納付の方法」

に、「当該手数料」を「当該歳入等」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 
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